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【手続補正書】
【提出日】平成30年9月10日(2018.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　狭窄した血管を拡張するためのシステムであって、
　カテーテルシャフトに備え付けられたバルーンであって、第１の材料から成るバルーン
と、
　グリッドを形成する複数の繊維であって、前記グリッドが前記バルーンの長さ全体に延
び、前記複数の繊維のそれぞれが、前記繊維の長さ全体に沿って前記バルーンの壁に接着
されるか又は溶着され、前記複数の繊維が、前記バルーンが所定の圧力を超えて膨張した
ときに、複数のバルーン領域が、前記複数の繊維によって形成された前記グリッドから突
出するように、前記第１の材料よりも小さい弾性を有する第２の材料から成る、前記複数
の繊維と、
を備えるシステム。
【請求項２】
　前記バルーンが第１のポリマーから成り、前記複数の繊維が第２のポリマーから成るこ
とを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記複数の繊維のそれぞれの厚さは、その長さに沿って変化することを特徴とする請求
項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記グリッドは、前記バルーンと、材料の層と、の間に位置することを特徴とする請求
項１～３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記複数の繊維のそれぞれの厚さは、１０～７５０ミクロンの範囲から選択されること
を特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記所定の圧力が少なくとも２気圧であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一
項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記複数の繊維のそれぞれが、ポリプロピレン、ＰＬＬＡ、ＰＥＥＫ、ケブラー、及び
／又は超高分子量ポリエチレンから成ることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に
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記載のシステム。
【請求項８】
　前記バルーン及び／又は前記複数の繊維が、薬物含有製剤でコーティングされているこ
とを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記薬物が抗増殖薬であることを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記グリッドのパターンは、前記バルーンの周りにらせん状に時計回り方向に巻き付け
られたＮ本の繊維と、前記バルーンの周りにらせん状に反時計回りに巻き付けられたＮ本
の繊維と、から形成されていることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載のシ
ステム。
【請求項１１】
　前記Ｎが４～１６の範囲から選択されることを特徴とする請求項１０に記載のシステム
。
【請求項１２】
　前記Ｎが４であることを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記グリッドは複数のセルを形成し、前記セルのそれぞれは１～２５ｍｍ２の範囲から
選択された面積を有することを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載のシステ
ム。
【請求項１４】
　前記グリッドは、三角形状及びダイヤモンド形状の複数のセルを形成することを特徴と
する請求項１～１２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記セルのリード角度は３０～１８０度の範囲から選択されることを特徴とする請求項
１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記複数の繊維のそれぞれの線形質量密度は１～１００デニールであることを特徴とす
る請求項１～１５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記複数の繊維のそれぞれの線形質量密度は５０デニールであることを特徴とする請求
項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記複数のバルーン領域は、前記表面から少なくとも０．１ｍｍ、突出していることを
特徴とする請求項１～１７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記複数の繊維のそれぞれの引張弾性係数は、１～１５０ＧＰａの範囲から選択され、
前記バルーンの引張り弾性係数は０．０００２～０．０１００ＧＰａの範囲から選択され
ることを特徴とする請求項１～１８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記複数の繊維のそれぞれがモノフィラメント繊維であることを特徴とする請求項１～
１９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記複数の繊維のそれぞれがマルチフィラメント繊維であることを特徴とする請求項１
～１９のいずれか一項に記載のシステム。
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